
鳥取県農場認証普及推進事業費補助金交付要綱 

 

平成２９年３月２８日付第２０１６００１８２３７１号 

   最終改正 令和５年４月２０日付第２０２３０００２３９８４号 

鳥取県農林水産部長通知 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下、「規則」

という。）第４条の規定に基づき、鳥取県農場認証普及推進事業費補助金(以下、「本補助金」

という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、食品関連事業者に義務化されているＨＡＣＣＰ（危害分析・必須管理点方

式）の考え方に基づいた工程管理を、畜産物の供給元である畜産農場においても普及定着させ、

農場運営および飼養衛生管理技術を向上させることにより畜産物の安全・安心を確保し、もっ

て消費者の信頼向上およびブランド力強化によって畜産振興を図ることを目的として交付す

る。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的を達成するため、下表第１欄に定める農場認証制度による認証等（以

下「農場認証」という。）を受けるために必要な経費について、県内に農場を持つ生産者等に

対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、下表の第２欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）の額（仕入

控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、

当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額

の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）に同表の第３欄に定める率（以下「補助率」という。）

を乗じて得た額以下とする。ただし、他の補助金が活用できる場合は他の補助金を優先的に充

当した上で、補助対象経費に補助率を乗じた額から他の補助金を減じた額を本補助金の上限と

する。 

１ 農場認証 ２ 補助対象経費 ３ 補助率 

（１）農場ＨＡＣＣＰ 

※１ 

（２）ＪＧＡＰ※２ 

初回、中間（継続）及び更新審査に係る経費 

（審査手数料、審査員旅費及び審査員ダウン

タイム補償等、審査・認証機関が受審者に請

求する経費） 

１／３以内 

※１ 農林水産省の定める「畜産農場における飼養衛生管理向上の取組認証基準（農場ＨＡ

ＣＣＰ認証基準）」により審査されるもの。農場ＨＡＣＣＰ推進農場指定および農場Ｈ

ＡＣＣＰ認証農場認証を補助対象とする。 

※２ 一般財団法人日本ＧＡＰ協会の定める「ＪＧＡＰ家畜・畜産物」により審査されるも

の。 

 

（交付申請及び実績報告の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請等は、規則第１７条第１項の報告と併せて補助事業を実施する年度

の期間に行うこととする。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類並びに規則第１７条

第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１

号及び様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業者」という。）は、交付申請及び実績



報告にあたり、仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が明らかでないときは、

前条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た

額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で申請及び報告することができる。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額

が実績報告控除税額を越える場合は、様式第３号により、速やかに知事に報告し、知事の返還

命令を受けて、その越える額に対応する額を県に返還しなければならない。 

 

（交付決定及び額の確定） 

第５条 本補助金の交付決定は、規則第１８条第１項の規定による交付額の確定と併せて、原則

として、交付申請を受けた日から２０日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第４号によるものとする。 

３ 知事は前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかかわらず、仕

入控除税額を含む額の範囲内で交付決定及び額の確定をすることができる。 

 

（書類の経由） 

第６条 第４条及び第７条に係る書類は、公益社団法人鳥取県畜産推進機構を経由して鳥取県農

林水産部家畜防疫課へ提出するものとする。 

 

（雑則） 

第７条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、農林水

産部長が別に定める。 

 

  附則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

  附則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附則 

 この要綱は、令和５年４月２０日から施行する。 

 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

   

  年度鳥取県農場認証普及推進事業実績報告書 

 

１ 事業の目的 

   食品関連事業者に義務化されているＨＡＣＣＰ（危害分析・必須管理点方式）の考

え方に基づいた工程管理を、畜産物の供給元である生産農場においても普及定着さ

せ、農場運営および飼養衛生管理技術を向上させることにより畜産物の安全・安心を

確保し、もって消費者の信頼向上およびブランド力強化を図る。 

 

２ 事業の内容 

（１）申請者の住所及び氏名（名称） 

 

  ア 住所 

 

  イ 氏名（名称） 

 

（２）申請の種別、農場の住所及び名称等 

種別※ 申請農場の名称 申請農場の住所 申請手数料（円） 

 

 

   

計 

 

   

 ※種別は該当する記号を下記から選択して記載すること。 

 （ア）農場ＨＡＣＣＰ推進農場の指定申請 

 （イ）農場ＨＡＣＣＰまたはＪＧＡＰ認証の初回審査の申請 

 （ウ）農場ＨＡＣＣＰまたはＪＧＡＰ認証の中間（維持）審査の申請 

（エ）農場ＨＡＣＣＰまたはＪＧＡＰ認証の更新審査の申請 

 

３ 事業経費の配分 

区 分 補助事業に要した経費 

（Ａ＋Ｂ） 

負担区分 備 考 

県費 

（Ａ） 

その他 

（Ｂ） 

 円 

 

円 

 

円 

 

 

計 

 

    

４ 他の補助金の活用の有無（ 有 ・ 無 ） 

     ※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をすること。 

    「有」の場合、補助金名（                 ） 

 

５ 事業完了（予定）年月日 

 

６ 消費税の取り扱い（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者・特定収入割合が５％

を超えている公益法人等・仕入控除税額が明らかでない一般課税事業



者） 

 

７ 添付書類 

（１）農場ＨＡＣＣＰまたはＪＧＡＰ認証等申請書類の写しを添付すること。 

（２）経費の証拠書類（請求書等）の写しを添付すること。 

（３）他の補助金の活用の有無が「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当

該補助金に係る問い合わせ先（補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先）

がわかる資料を添付すること。 



様式第２号（第４条関係） 

 

 

 

 年度鳥取県農場認証普及推進事業費収支精算書 

 

 

収支精算 

 

（１）収入の部 

 

 

区 分 

 

 

 

本年度精算額 

 

 

 

本年度予算額 

 

 

比較増減 

 

 

備考 

 

 

増 

 

減 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）支出の部 

 

 

区 分 

 

 

 

本年度精算額 

 

 

 

本年度予算額 

 

 

比較増減 

 

 

備考 

 

 

増 

 

減 

 

 

  

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）区分は内訳を記載すること。 

  



様式第３号（第４条関係） 

 

 年 月 日 

 

 

 鳥取県知事 ○○ ○○ 様 

 

 

住所 

名称 

代表者役職 

代表者氏名 

 

 

 

        年度鳥取県農場認証普及推進事業仕入控除税額確定報告書 

 

   年  月  日  第  号により交付決定のあった鳥取県農場認証普及推進事業

費補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、次のとおり報告しま

す。 

 

記 

 

 

１ 交付された補助金等の額の確定額 

 

２ 消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額 

 

３ 補助金の額の確定までに減額した仕入控除税額 

 

４ 補助金返還額（２から３の額を差し引いた額） 

 

金   円 

 

金   円 

 

金   円 

 

金   円 

 

５ 添付資料 

（１）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算方法や積算内訳等を記載した書類 

（２）課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し） 

（３）課税売上割合・控除対象仕入れ税額等の計算表（写し） 

 

  



様式第３号別紙（第４条関係） 

  

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の計算方法や積算の内訳等を記載した書類 

 

１ 法人名 

 

２ 法人住所 

 

３ 代表者職氏名 

 

４ 補助事業名 

 

５ 補助金額 

 

６ 当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

 

７ ６の計算方法や積算の内訳 

（１）補助対象経費（補助金の使途）の内訳 

区分 課税仕入れ 非課税仕

入れ 

合計 

 課税売上

対応分 

非課税売

上対応分 

共通対応

分 

経

費

の

内

訳 

       

       

       

       

（２）課税売上割合 ○○％ 

（３）補助金に係る仕入控除税額の計算方法 

  



様式第４号（第５条関係） 

 

番   号 

年 月 日 

 

 ○○ ○○ 様 

 

                       職 氏名 

 

 

    年度鳥取県農場認証普及推進事業費補助金交付決定及び額の確定通知書 

 

  年 月 日付第 号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県農場

認証普及推進事業費補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交

付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項及び第１

８条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定し、併せて額を確定したの

で規則第８条第１項及び第１８条第１項の規定により通知します。 

（担当   ○○ 電話  －  －  ） 

 

記 

 

１ 補助事業 

本補助金の補助事業の内容は、申請書の記載のとおりとする。 

 

２ 交付決定額等 

 本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。 

（１）算定基準額 金        円 

（２）交付決定額 金        円 

 

３ 交付確定額 

 本補助金の確定額は、交付決定額のとおりとする。 

 

４ 補助規程の遵守 

 本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び鳥取県農場認証

普及推進事業費補助金交付要綱（平成２９年３月２８日付第２０１６００１８２３７

１号鳥取県農林水産部長通知）の規定に従わなければならない。 


